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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年３月１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２２年１１月９日 １５時５０分ごろ 

発生場所 京浜港川崎区 

神奈川県川崎市所在の川崎信号所から東方約２,５００ｍ付近 

（概位 北緯３５°３０.６′ 東経１３９°４８.２′） 

事故調査の経過 平成２２年１１月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 第十二千代
ち よ

丸、１９トン 

２６０－３１４３９大阪、千代丸海運株式会社 

１１.９５ｍ（Lr）×５.５０ｍ×１.９５ｍ、鋼 

船内機、４０４.５３kＷ、平成５年７月１６日 

Ｂ 全開式バージ 大６６、８００㎥積（約８４７トン） 

なし、株式会社関西港湾工業 

４５.００ｍ×１３.００ｍ×４.１０ｍ、鋼 

Ｃ 作業船 みずなぎ号、１０トン 

  ２１０－５１３４９東京、東亜海運産業株式会社 

   １３.４０ｍ×３.５１ｍ×１.５１ｍ、鋼 

  ディーゼル機関、２８７.５８kＷ、平成２年６月１１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５３年２月１６日 

免許証交付日 平成１７年６月２０日 

（平成２３年４月１３日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１５年７月１１日 

免許証交付日 平成１９年８月７日 

（平成２５年７月１０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｃ なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 全損 
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 事故の経過 

 

Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、Ｂ船を押しているＡ船（以下「Ａ押

船列」という。）（船長Ａ１人乗り組み）の回頭の補助を行うため、Ｃ船後

部甲板に設けられたフックからＡ押船列のＢ船船首部左舷側のビットにＣ

船のロープ（全長約２０ｍ）を係止し、平成２２年１１月９日１５時３０

分ごろ浮島工事区域に設けられた桟橋（通称「土砂積出桟橋」）を東扇島へ

向けて出航した。 

Ｃ船は、川崎浮島Ｄ灯浮標と川崎浮島Ｅ灯浮標の間に設けられた幅約２

００ｍの出入口（以下「出入口」という。）付近に向かい、船長Ｃが、Ａ押

船列の回頭を補助しようとし、出入口付近で速力３～３.５ノット、右舵２

０°とした。 

船長Ａは、出入口付近でＡ押船列が川崎浮島Ｄ灯浮標に接触せずに安全

に通過すると思ったので、船長Ｃにロープを外すようにトランシーバーで

知らせた。 

船長Ｃは、Ｃ船が出入口を通過して回頭中、南南西の波を受けて傾斜が

大きくなるとともにロープが張ってフックから外れなかったので、ロープ

の緊張を緩めるためにＣ船の速力を落とした。 

船長Ｃは、１５時５０分ごろ、川崎浮島Ｅ灯浮標沖において、再びロー

プを外す作業を始めたが、Ａ押船列を右舷側に見るようになったので、操

舵室に入ったのち、左舵を取ろうとしたときにＣ船が波の谷に入り、操舵

室よりも高い波を左舷側真横から受けて転覆した。 

船長Ｃは、付近の警戒船に救助され、Ａ押船列は、えい
．．

航され、工事区

域内岸壁に着岸した。 

Ｃ船は、引き揚げ後、廃船処理された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ４、最大瞬間風速 １２.７

m/s、視界 良好 

海象：波向 南南西、波高 約１.５～２ｍ 

神奈川県川崎市に１１月８日２１時１３分、強風注意報及び波浪注意報

が発表されていた。   

 その他の事項 船長Ｃは、平成２２年１０月１２日、船長としてＣ船に乗船した。 

船長Ｃは、出航前、東京湾アクアラインの車輌通行止めが解除されたの

をラジオで聴き、また、土砂積出桟橋付近の風速が１５m/sから８m/sに小

さくなったことを知ったが、Ｃ船の操船の経験が少なかったので、出航の

可否は約２０年間の押船列の船長歴がある船長Ａと協議して決めた。 

船長Ａは、出航前、出入口沖を上下に動揺しながら航行する船舶を見て

波は残っているが、航行に支障はないだろうと思い、出航することを決め

た。 

Ｃ船に取り付けられたフックの船底からの高さは２.９０ｍであり、Ｃ船

の平均喫水０.９２ｍにおける横メタセンタの垂直位置（ＫＭ）（１.９９

ｍ）よりも高い位置にあった。 

フックにかけられたロープは、手で外さなければならなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

Ｃ船は、強風注意報及び波浪注意報が発表中、

京浜港川崎区川崎浮島Ｅ灯浮標沖において、Ａ押
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船列の回頭を補助しようとし、出入口で主機を作

動させた状態で右舵２０°を取って右転中、船長

Ｃが、ロープの取り外しに注意を向け、舵を中央

に戻さなかったことから左舷側真横に波を受けて

転覆したものと考えられる。 

Ｃ船は、ロープが張ってＡ押船列を右舷側に見

るようになったとき、波による横揺れ及びフック

の位置からロープで引っ張られた力による傾斜

モーメントが復原力を超えた可能性があると考え

られる。 

船長Ｃが、出入口で右舵２０°を取ったのち、

舵を中央に戻し、波を右舷船首から受けるように

操船していれば転覆を回避できた可能性があると

考えられる。 

原因  本事故は、強風注意報及び波浪注意報が発表中、Ｃ船が、京浜港川崎区

の川崎浮島Ｅ灯浮標沖において、Ａ押船列の回頭を補助しようとし、主機

を作動させた状態で右転中、船長Ｃが舵を中央に戻さなかったため、左舷

側真横から波を受けて転覆したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・作業船の船長は、強風注意報及び波浪注意報が発表されている状況下、

押船列の回頭補助作業をする際、可能な限り、押船列が本船の横に位

置する状態が継続しないようにし、また、波を真横に受ける針路とし

ないこと。 

 




